
平成 30 年 1 月 4 日 

各  位 

三井住友信託銀行株式会社 

 

 

住宅ローンにおけるＬＧＢＴへの取り組み開始について 

三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：橋本 勝、以下「当社」）は、LGBT（※1）に対する社

会的関心の高まりを踏まえ、平成 30 年 1 月より住宅ローンについて商品改定を行い、ペアローン

（※2）や収入合算（※3）、担保提供（※4）における配偶者の定義に同性パートナーを含める対応

を開始します。 

 

  今回の商品改定により、東京都渋谷区が発行するパートナーシップ証明書（※5）の写し、また

は一定の事項が明記された合意契約に係る公正証書（※6）および任意後見契約の正本または謄

本（※7）ならびに任意後見契約に係る登記事項証明書（※7）をご提出いただける場合、同性パー

トナーを配偶者と同様にお取り扱いします。 

 

  三井住友信託銀行は、社内外を問わず、性的指向・性自認等を理由とした差別や人権侵害を

行わず、多様性を認め、共生できる社会環境の構築に貢献してまいります。 

 

（※1）LGBT とは、Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual

（バイセクシュアル、両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、身体的性別と性

自認が一致しない人（性同一性障害を含む））の頭文字をとり、性的少数者の総称として

使われる言葉です。 

（※2）ペアローンとは、一定の収入のある同居親族のかたと一緒に、それぞれが主たる債務者

として住宅ローンを組むことです。お互いが相手の債務に対する連帯保証人となります。

物件の持分がある場合、それぞれが住宅ローン控除の対象となります。 

（※3）収入合算とは、お申込時に一定の収入のある同居親族のかたの収入を本人の収入に合算

することを言います。ただし、収入合算できるのは一人までです。 

（※4）担保提供とは、購入物件を共有される場合、共有者のかたには担保提供者となっていた

だき、共有物件を担保として提供していただくことです。 

（※5）今回、パートナーシップ証明書の写しをご提出いただくことにより取扱可能とする対象

は東京都渋谷区が発行する証明書のみです。今後、自治体における取り組み状況などを

踏まえ、見直しを検討していきます。 

 

 

 



（※6）二人が共同生活を営むに当たり、当事者間において、次の事項が明記された公正証書を

作成していることを確認します。 

・二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。 

・二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に

必要な費用を分担する義務を負うこと。 

（※7）二人が、相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、

登記していることを確認します。任意後見契約とは、「任意後見契約に関する法律」に基

づき、本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理

に関する事務について、あらかじめ、任意後見受任者（任意後見契約の効力が生じた後

は「任意後見人」と呼ばれます。）に代理権を付与する委任契約です。これにより、将来、

本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人が契約に基づいて本人の生活を守

ることを目的としています。 

以上 

 

 


